
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

男女共同参画社会の実現をめざす啓発活動として、パネル展を行

います。ぜひご覧ください。 

展示期間：令和２年 6 月 1５日（月）～6 月 2９日（月） 

展示場所：多摩平の森ふれあい館 1 階 

内  容：・ワーク・ライフ・バランスの推進について 

・男女雇用平等推進について 

・相談事業の紹介   ほか  

問合せ先：日野市企画部男女平等課 

（ＴＥＬ０４２－５８４－２７３３） 

 

「男女共同参画社会基本法」の公布・施行日、平成 11 年 6 月 23 日を踏まえ、毎年 6 月 23 日から 29 日ま

での１週間を「男女共同参画週間」として、様々な取組を通じ、男女共同参画社会基本法の目的や基本理

念について理解を深めることを目指しています。（内閣府男女共同参画局ホームページより抜粋） 

日野市 

男女共同参画推進週間とは？ 

男女共同参画推進本部では、毎年 6 月 23 日から 29 日までの 1 週間、「男女共同

参画週間」を実施しています。 

男性と女性が、職場で、学校で、地域で、家庭で、それぞれの個性と能力を発揮

できる「男女共同参画社会」を実現するためには政府や地方公共団体だけでなく、

国民のみなさん一人ひとりの取組が必要です。私たちのまわりの男女のパートナ

ーシップについて、この機会に考えてみませんか？ 


